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子ども・子育て支援法に基づく支給認定に関する規則

公示送達



子ども・子育て支援法に基づく支給認定に関する規則をここに公布する。 

  平成２６年１１月５日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第４６号 

   子ども・子育て支援法に基づく支給認定に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「法」という。）第２０条第１項及び第３項の規定に基づく小学校就学前子

どもに係る支給認定について、法、子ども・子育て支援法施行令（平成２６

年政令第２１３号）及び子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府

令第４４号。以下「施行規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（就労時間の下限） 

第２条 施行規則第１条第１号の市町村が定める時間は、６０時間とする。 

（育児休業をする場合の継続利用） 

第３条 施行規則第１条第９号の規定により当該特定教育・保育施設等を引き

続き利用することが必要であると認める場合は、支給認定に係る小学校就学

前子どもの保護者が育児休業を開始する日が当該支給認定に係る小学校就学

前子どもが３歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日以後である場合とす

る。 

（支給認定の有効期間） 

第４条 施行規則第８条第４号ロの市町村が定める期間は、９０日とする。 

２ 施行規則第８条第６号の市町村が定める期間は、支給認定が効力を生じた

日から当該支給認定に係る小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する

までの期間とする。 

３ 施行規則第８条第７号の市町村が定める期間は、同条第２号に規定する期

間を限度として、市長が必要と認める期間とする。 

４ 施行規則第８条第１３号の市町村が定める期間は、同条第８号に規定する

期間を限度として、市長が必要と認める期間とする。 

 （委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



附 則 

この規則は、法の施行の日から施行する。 



津市告示第２４２号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項、第１３条第２項及

び第１４条の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第

１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２６年１１月４日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

安濃町浄土寺地内 １ 平成２６年１０月 ３日

津興地内 １ 平成２６年１０月 ３日

大谷町地内 １ 平成２６年１０月 ３日

神納町地内 １ 平成２６年１０月 ３日

寿町地内 １ 平成２６年１０月 ３日

垂水地内 １ 平成２６年１０月 ３日

美里第２住宅 １ 平成２６年１０月１０日

安濃町浄土寺地内 １ 平成２６年１０月１０日

白塚団地 １１ 平成２６年１０月１５日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年１０月１６日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１０月１７日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１０月１７日

津新町駅南公共自転車等駐車場 ４０ 平成２６年１０月２０日

津新町駅南第二公共自転車等駐車場 １９ 平成２６年１０月２０日

津新町駅南第三公共自転車等駐車場 ６３ 平成２６年１０月２０日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年１０月２１日

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１０月２１日

津新町駅北公共自転車等駐車場 ３８ 平成２６年１０月２１日

桜田町地内 １ 平成２６年１０月２１日

相生町地内 １ 平成２６年１０月２１日

津新町駅北公共自転車等駐車場 １ 平成２６年１０月２３日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１０月２４日



白山町南出地内 １ 平成２６年１０月２４日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１０月２７日

大門地内 １ 平成２６年１０月２７日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１０月２９日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年１０月２９日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１０月３０日

神納町地内 １ 平成２６年１０月３０日

高茶屋小森町地内 １１ 平成２６年１０月３０日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１０月３１日

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２４３号 

 下記の者の差押調書（謄本）及び配当計算書（謄本）、充当通知書は、住所

居所不明のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定

により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年１１月７日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○ ○○○○○○○

○○ ○○ 差押調書（謄本）、配当

計算書（謄本）、充当通

知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２４４号 

下記の者の平成２６年度国民健康保険料納入通知書は、住所居所不明等のた

め送達することができないので、国民健康保険法（昭和１３年法律第６０号）

第７８条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年１１月１０日 

津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○ ○○○ ○○○○ 



○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○ 
○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○ 

































































































































津市公告第１６９号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２６年１１月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第１７０号 

 三重県宅地開発事業の基準に関する条例（昭和４７年三重県条例第４１号）

第６条の規定により確認した宅地開発事業に関する工事が完了しましたので、

同条例第１２条第４項の規定により次のとおり公告します。 

  平成２６年１１月１２日 

                       津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年１１月１０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市一志町田尻字上ノ３４６番１ほか４筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市岡田二丁目７番２３号 

  太洋不動産株式会社 

  代表取締役 高橋 茂 



津市水道局公告第１４号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２６年１１月１０日 

津市水道事業管理者 佐 治 輝 明  

記 

別紙のとおり 





津市選挙管理委員会告示第５３号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規定により選挙

人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面の縦覧に関し、

次のとおり定めたので同法第２３条第２項の規定により告示する。

  平成２６年１１月６日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 縦覧の場所      津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第５４号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の６第１項の規定により

在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官、最終住所及び生年月日を記

載した書面の縦覧に関し、次のとおり定めたので同法第３０条の７第２項の規

定により告示する。

  平成２６年１１月６日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 縦覧の場所      津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第５５号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項の規定により、

選挙人名簿の抄本の閲覧の状況について、次のとおり公表する。

  平成２６年１１月６日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 閲覧状況の期間 平成２５年１１月１日から平成２６年１０月３１日まで

２ 閲覧状況    別添のとおり





津市選挙管理委員会告示第５６号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２において準用する

同法第２８条の４第７項の規定により、在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況に

ついて、次のとおり公表する。

  平成２６年１１月６日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 閲覧状況の期間 平成２５年１１月１日から平成２６年１０月３１日まで

２ 閲覧状況    なし


